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平成２０年８月２８日 判決言渡

平成１９年（行ケ）第１０２８２号 審決取消請求事件

平成２０年７月１７日 口頭弁論終結

判 決

原 告 フォーレシャ シェージュ ダトモビル

訴訟代理人弁理士 宮 崎 昭 夫

同 生 沼 徳 二

同 青 山 仁

同 緒 方 雅 昭

同 倉 持 誠

被 告 特 許 庁 長 官 鈴 木 隆 史

指 定 代 理 人 北 村 英 隆

同 北 川 清 伸

同 高 木 彰

同 小 林 和 男

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日

と定める。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

特許庁が不服２００４－１６６４７号事件について平成１９年３月２２日に

した審決を取り消す。

第２ 争いのない事実

１ 特許庁における手続の経緯
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原告は 平成１２年２月２５日 パリ条約による優先権主張 １９９９年 平， （ （

成１１年）２月２５日 フランス共和国）にした特許出願（特願２０００－４

９０５４号）の一部を，平成１３年３月２８日に新たな特許出願（特願２００

１－９２８１６号。発明の名称「乗り物シート用ピボット機構，および該機構

を備えたシート 。以下「本願」という ）とした。」 。

原告は，本願につき，平成１６年４月５日付け手続補正書による補正に至る

まで５回にわたり補正をしたが（以下，同日付け手続補正書により補正された

後の明細書を「本願明細書」という ，同年５月７日付けで拒絶査定を受けた。）

ので，同年８月１０日，これに対する不服の審判請求（不服２００４－１６６

４７号事件）をした。

特許庁は，平成１９年３月２２日 「本件審判の請求は，成り立たない 」， 。

との審決（以下 「審決」という ）をし，その謄本は，同年４月４日，原告に， 。

送達された。なお，審決取消訴訟の出訴期間につき附加期間が９０日と定めら

れた。

２ 本願発明

本願明細書の特許請求の範囲の請求項の数は８であり，そのうち請求項１の

， （ ， 「 」 。）。記載は 次のとおりである 以下 請求項１記載の発明を 本願発明 という

「回転軸（Ｘ）を中心に互いにピボット運動するように取り付けられた第１

および第２の剛性フレーム（７，８）と，

前記第１の剛性フレーム（８）に結合され，前記回転軸（Ｘ）を中心とし

た少なくとも１つの円弧を形成する歯（１３）と，

一方では前記第１および第２の剛性フレームを互いに対して動けなくする

ために前記第１の剛性フレームの前記歯（１３）と共働するロック位置と，

他方では前記第１の剛性フレームの前記歯と噛み合わない引っ込み位置との

間で，前記第２の剛性フレーム（７）に対して移動可能な少なくとも１つの

剛性ロック部材（１１）と，
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前記ロック部材（１１）をそのロック位置またはその引っ込み位置のいず

れかに選択的に位置させるように作られた制御手段であって，前記第１と第

２の剛性フレーム間に前記回転軸を中心にピボット運動するように取付けら

れ，休止位置の方へ弾性的に付勢されている少なくとも１つのカム（１６）

を含む制御手段（１６，１７，１８，２２，３２）を有するピボット機構に

おいて，

前記カム（１６）が前記第２の剛性フレームに設けられた中央の窪み（１

９）に取付けられた単一のばね（１８）によって弾性的に付勢され，前記第

１および第２の剛性フレーム（７８）は，周囲に金属クラウン（９）が成,

形された金属フランジで構成され，該フランジは前記ロック部材（１１ ，）

前記カム（１６ ，および前記ばね（１８）を収容する，円形の閉じたハウ）

ジングを前記金属クラウンとともに形成し 前記カム １６ は前記窪み １， （ ） （

９）を通過する制御軸（１７）によって作動させられ，前記ばねは前記制御

軸に作用し，前記ばね（１８）は前記制御軸（１７）のまわりに巻かれてい

ることを特徴とするピボット機構 （請求項１の「少なくと１つの円弧を形。」

成する歯（１３ 」は 「少なくとも１つの円弧を形成する歯（１３ 」の誤） ， ）

記と認められる ）。

３ 審決の理由の要点

( ) 別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特願平１０－1

３４４００７号（以下「先願」という ）の明細書（以下「先願明細書」と。

いう。特開２０００－１６６６８１号公報（甲１）参照）に記載された発明

（以下「引用発明」という ）と同一であり，しかも，本願発明の発明者が。

， ，先願明細書又は図面に記載された引用発明の発明者と同一であるとも また

本願の出願時に，その出願人が先願の出願人と同一であるとも認められない

ので，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない，という

ものである。
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( ) 審決が，本願発明が引用発明と同一であるとの結論を導く過程において2

行った引用発明の認定，本願発明と引用発明の対比，及び相違点についての

判断は，次のとおりである。

ア 引用発明

軸心回りに正逆回動する第１ブラケット２および第２ブラケット３と，

これらブラケット２，３間に介設される一対のロックギヤ４と，カム軸６

回りに正逆共回りして上記一対のロックギヤ４を離接する方向に移動させ

るカム５と，上記カム軸６を軸心回りに正逆回動操作する操作レバー７と

を備えたリクライナ１において，

第２ブラケット３には，軸心を中心とした円周状のラチェット３４が形

成され，

第１ブラケット２の右面に挿通孔２１と同心で凹設された円形の，渦巻

ばね８を装着するばね装着凹部２１ａが凹設され，

前記カム軸６は前記ばね装着凹部２１ａを通過するように形成され，

第１ブラケット２と第２ブラケット３とが，ロックギヤ４，カム５，及

び渦巻ばね８を収容した状態で，ボルト，下部スペーサ２８，下部押え板

２９，上部スペーサ３７，及び上部押え板３８により，相対回動可能に互

いに結合され，

ロックギヤ４の爪歯部４１の爪歯４１ａが第２ブラケット３のラチェッ

ト３４に噛合した状態のときに第２ブラケット３はカム軸６回りの回動が

規制（ロック）され，該規制（ロック）された状態から，操作レバー７を

把持して上方に向けて操作すると，渦巻ばね８の付勢力に抗してカム軸６

が時計方向に回動し，この回動によるカム５のカム軸６との共回りによっ

て，各ロックギヤ４はそれぞれカム軸６の方向に移動し，爪歯４１ａのラ

チェット３４に対する噛合が解除され，第２ブラケット３はカム軸６回り

に任意に正逆回動するリクライナ１。
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イ 本願発明と引用発明の対比

(ア) 一致点

回転軸（Ｘ）を中心に互いにピボット運動するように取り付けられた

第１および第２の剛性フレーム（７，８）と，

前記第１の剛性フレーム（８）に結合され，前記回転軸（Ｘ）を中心

とした少なくとも１つの円弧を形成する歯（１３）と，

一方では前記第１および第２の剛性フレームを互いに対して動けなく

するために前記第１の剛性フレームの前記歯（１３）と共働するロック

位置と，他方では前記第１の剛性フレームの前記歯と噛み合わない引っ

込み位置との間で，前記第２の剛性フレーム（７）に対して移動可能な

少なくとも１つの剛性ロック部材（１１）と，

前記ロック部材（１１）をそのロック位置またはその引っ込み位置の

いずれかに選択的に位置させるように作られた制御手段であって，前記

第１と第２の剛性フレーム間に前記回転軸を中心にピボット運動するよ

うに取付けられ，休止位置の方へ弾性的に付勢されている少なくとも１

つのカム（１６）を含む制御手段（１６，１７，１８，２２，３２）を

有するピボット機構において，

前記カム（１６）が前記第２の剛性フレームに設けられた中央の窪み

（ ） （ ） ，１９ に取付けられた単一のばね １８ によって弾性的に付勢され

前記カム（１６）は前記窪み（１９）を通過する制御軸（１７）によっ

て作動させられ，前記ばねは前記制御軸に作用し，前記ばね（１８）は

前記制御軸（１７）のまわりに巻かれているピボット機構。

(イ) 相違点

本願発明は「第１および第２の剛性フレーム（７８）は，周囲に金,

属クラウン（９）が成形された金属フランジで構成され，該フランジは

前記ロック部材（１１ ，前記カム（１６ ，及び前記ばね（１８）を収） ）
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容する，円形の閉じたハウジングを前記金属クラウンとともに形成し」

ているのに対し，引用発明は「第１ブラケット２と第２ブラケット３と

， ， ， ， ，が ロックギヤ４ カム５ 及び渦巻ばね８を収容した状態で ボルト

下部スペーサ２８，下部押え板２９，上部スペーサ３７，及び上部押え

板３８により，相対回動可能に互いに結合され」ている点。

ウ 本願発明と引用発明との同一性についての判断

２つの剛性フレームを相対回動可能に結合するために 「周囲に金属ク，

ラウン（９）が成形された金属フランジで構成され 「円形の閉じたハウ」，

ジング」とともに形成することは周知（特公平５－６４４７号公報，特開

平８－２５３０６３号公報等参照）であり，引用発明の，第１ブラケット

， ， ， ，２及び第２ブラケット３を ボルト 下部スペーサ２８ 下部押え板２９

上部スペーサ３７，及び上部押え板３８により相対回動可能に結合する構

成に換えて，上記周知技術を適用する程度のことは，相対回動可能に結合

するという課題解決のための具体化手段における，設計上の微差にすぎな

い。したがって，本願発明と引用発明は，実質的に同一といえる。

第３ 原告主張の取消事由

審決は，次に述べるとおり，本願発明と引用発明との構成の相違点を看過し

た誤り（取消事由１ ，本願発明と引用発明との作用効果の相違点を看過した）

誤り（取消事由２ ，本願発明と引用発明の構成の相違は設計上の微差にすぎ）

ないとした相違点の判断の誤り（取消事由３）があるから，違法として取り消

されるべきである。

１ 本願発明と引用発明との構成の相違点を看過した誤り（取消事由１）

本願発明は 「前記第１および第２の剛性フレーム（７，８）は，周囲に金，

属クラウン（９）が成形された金属フランジで構成され，該フランジは前記ロ

ック部材（１１ ，前記カム（１６ ，および前記ばね（１８）を収容する，円） ）

形の閉じたハウジングを前記金属クラウンとともに形成し」という構成（以下
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「構成要件Ｆ」という ）を具えているから，第１及び第２の剛性フレームの。

周囲に金属クラウンが成形され，外周が円形の閉じたハウジングが形成されて

いる。

これに対し，引用発明は 「第１ブラケット２のガイド部材２２を第２ブラ，

ケット３の装着凹部３３に嵌め込んだ状態で上部スペーサ３７を介して上部押

え板３８を第２ブラケット３にボルト止めするとともに，下部スペーサ２８を

介して下部押え板２９を第１ブラケット２にボルト止めすることにより，図５

に示すように，上部押え板３８の下縁部と第２ブラケット３との間に第１ブラ

ケット２の上縁部が挾持されるとともに，下部押え板２９の上縁部と第１ブラ

ケット２との間に第２ブラケット３の下縁部が挾持された状態で第１ブラケッ

ト２と第２ブラケット３とが相対回動可能に互いに結合されるようになってい

る （先願明細書段落【００２９ ）との構成（以下「引用例構成」という ）」 】 。

を具え，半円形と矩形を組み合わせた形状の２枚のブラケットが互いに対して

１８０度回転した向きでかつそれぞれの半円形状部分の曲率中心を重ねて対向

配置されたものであり，第１ブラケット２の外周部と第２ブラケット３の外周

部は一致していないから，外周が円形の閉じたハウジングを形成することは不

可能である。

このように，本願発明と引用発明は，円形の閉じたハウジングを形成するか

否かの点において相違するにもかかわらず，審決は，この構成の相違点を看過

した誤りがある。

２ 本願発明と引用発明との作用効果の相違点を看過した誤り（取消事由２）

引用発明は，引用例構成をとり，円形の閉じたハウジングが形成されず，第

２ブラケット３は，いわばボルトを支点とした片持ち梁の状態で第１ブラケッ

ト２に支持されているにすぎない。そのため，高い回転トルクがかかると，面

外方向に大きな変形が生じ，第１ブラケット２及び第２ブラケット３は，損傷

しやすくなるとともに，互いに離間しやすくなり，ピボット機構の強度を上げ
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ることができない。

これに対し，本願発明は，構成要件Ｆにより，周囲に金属クラウン（９）が

成形され，円形の閉じたハウジングが形成されることにより，第１及び第２の

剛性フレームは実質的にその全周にわたって面外方向に相互に拘束される。そ

， （ ， ） ， ，のため 第１及び第２の剛性フレーム ７ ８ は 強度が増加するとともに

互いに離間しにくくなり，ピボット機構の強度の向上が実現される。

このように，本願発明は，円形の閉じたハウジングを形成することにより，

ピボット機構の強度の向上という引用発明では得られない作用効果を奏する

が，審決は，この作用効果の相違点を看過した誤りがある。

３ 本願発明と引用発明の構成の相違は設計上の微差にすぎないとした相違点の

判断の誤り（取消事由３）

審決は 「２つの剛性フレームを相対回動可能に結合する」という課題のみ，

， 。に着目し 本願発明と引用発明の構成の相違は設計上の微差であると判断した

しかし，ピボット機構の強度を上げるという本願発明の目的に照らすと，本

願発明の構成要件Ｆは，前記２のとおり，引用発明の引用例構成では得られな

い作用効果をもたらすから，本願発明と引用発明の構成の相違は，設計上の微

差にとどまるものとはいえない。

， ，ハウジングを構成する部材は 本願発明と引用発明とで大きく相違しており

仮に，本願発明におけるような金属クラウンを用いて２つの剛性フレームを相

対回動可能に結合する構成を，引用発明のブラケットに適用しようとしても，

引用発明のブラケットの形状のままでは適用できない。そのため，２つの剛性

フレームを相対回動可能に結合するための構成に関して，引用発明の構成を，

本願発明におけるような金属クラウンを用いる構成に置き換えることは不可能

であり，本願発明は引用発明と実質同一であるとはいえない。

したがって，審決は，相違点の判断について誤りがある。

第４ 取消事由に対する被告の反論
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１ 本願発明と引用発明との構成の相違点を看過した誤り（取消事由１）に対し

て

原告が相違点として主張する 「第１及び第２の剛性フレームの周囲に金属，

クラウンが成形され，円形の閉じたハウジングが形成されている点」は，審決

において一致点として認定されておらず，審決は，本願発明と引用発明の相違

点を前記第２，３( )イ(イ)のとおり（本願発明は「第１および第２の剛性フ2

レーム（７８）は，周囲に金属クラウン（９）が成形された金属フランジで,

構成され，該フランジは前記ロック部材（１１ ，前記カム（１６ ，および前） ）

記ばね（１８）を収容する，円形の閉じたハウジングを前記金属クラウンとと

もに形成し」ているのに対し，引用発明は「第１ブラケット２と第２ブラケッ

， ， ， ， ，ト３とが ロックギヤ４ カム５ 及び渦巻ばね８を収容した状態で ボルト

下部スペーサ２８，下部押え板２９，上部スペーサ３７，及び上部押え板３８

により，相対回動可能に互いに結合され」ている点 ）認定している。また，。

フランジ，ハウジングの意味からすると，引用発明も金属フランジ，円形の閉

じたハウジングを有しており，本願発明と引用発明は，円形の閉じたハウジン

。 ， ，グを形成するか否かの点において相違するものではない したがって 審決に

本願発明と引用発明との構成の相違点を看過した誤りはない。

２ 本願発明と引用発明との作用効果の相違点を看過した誤り（取消事由２）に

対して

本願発明の目的は，ピボット機構の強度を上げることにあり，カムを付勢す

るばねの構成によりその目的を達成するものであるところ，引用発明も同様の

構成を具えており，それによってピボット機構の強度を上げるという効果を生

じている。

金属クラウンが第１及び第２の剛性フレームの全周にわたって設けられてい

ることは周知技術であり，それによって生ずる効果は，周知技術が有する効果

にすぎず，本願発明によって新たに得られた作用効果ではない。
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以上のとおり，本願発明は，円形の閉じたハウジングを形成することによっ

てピボット機構の強度の向上という作用効果を奏するものではないし，同作用

， ， ，効果は 引用発明でも得られており 本願発明に特有の作用効果ではないから

審決には作用効果の相違点を看過した誤りはない。

３ 本願発明と引用発明の構成の相違は設計上の微差にすぎないとした相違点の

判断の誤り（取消事由３）に対して

２つの剛性フレームを相対回動可能に結合するために金属クラウンを用いる

ことは，引用発明と同じ，乗り物シート用ピボット機構の技術分野に属する周

知技術又は慣用技術である。そうすると，２つの剛性フレームを相互に回動可

能に結合することを実現するために，引用例構成を，周知技術である金属クラ

ウンによる構成に置き換えることは，当業者が普通に採用すると認められる程

度の技術的手段をもって置き換えたにすぎず，課題を解決する手段を具体化す

るに当たっての設計上の微差にすぎない。したがって，本願発明と引用発明は

実質的に同一と認められ，審決に違法は認められない。

第５ 当裁判所の判断

１ 本願発明と引用発明との構成の相違点を看過した誤り（取消事由１）につい

て

原告は，本願発明と引用発明は，円形の閉じたハウジングを形成するか否か

の点において相違するにもかかわらず，審決は，この相違点を看過した誤りが

ある旨主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。

( ) 相違点の看過の有無1

審決は，前記第２，３( )イ(イ)のとおり，相違点について 「本願発明は2 ，

『第１および第２の剛性フレーム（７８）は，周囲に金属クラウン（９）,

， （ ），が成形された金属フランジで構成され 該フランジは前記ロック部材 １１

前記カム（１６ ，および前記ばね（１８）を収容する，円形の閉じたハウ）
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ジングを前記金属クラウンとともに形成し ているのに対し 引用発明は 第』 ， 『

１ブラケット２と第２ブラケット３とが，ロックギヤ４，カム５，及び渦巻

ばね８を収容した状態で，ボルト，下部スペーサ２８，下部押え板２９，上

部スペーサ３７，及び上部押え板３８により，相対回動可能に互いに結合さ

れ』ている点」と認定している。このように，審決は 「本願発明には ・， ，

・・円形の閉じたハウジングを・・・形成している」と認定しているのであ

るから，形式的にみても，原告の主張に係る相違点の看過の違法はなく，原

告の主張は，その主張自体失当である。

( ) 引用発明におけるハウジングの存在及び形状2

のみならず，以下のとおり，先願明細書には 「円形の閉じたハウジング，

を形成」しているとの具体的な記載はないものの，引用発明はその構成を備

えているものと理解されるから，審決には，実質的にみても，円形の閉じた

ハウジングを形成するか否かの点における本願発明と引用発明の相違点を看

過した誤りがあるとは認められない。

ア 引用発明におけるハウジングの有無及び形状

(ア) 先願明細書の記載

先願明細書（甲１）には，次のとおり記載されている。

ａ「これらの図に示すように，リクライナ１は，シートボトムＳ１に固

定された第１ブラケット２と，シートバックＳ２に上記第１ブラケッ

， ，ト２に対向して固定される第２ブラケット３と これらブラケット２

３間に介設される一対のロックギヤ４と，カム軸６回りに正逆共回り

して上記一対のロックギヤ４を離接する方向に移動させるカム５と，

上記カム軸６を軸心回りに正逆回動操作する操作レバー７とを備えた

基本構成を有している （段落【００１４ ）。」 】

ｂ「上記第１ブラケット２は，上部が半円状を呈しているとともに下部

が方形を呈した金属製の板状体によって形成され，半円状の曲率中心
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部分に上記カム軸６を挿通する挿通孔２１が穿設されているととも

に，第１ブラケット２の右方の面には，前後方向一対のガイド部材２

２が幅方向の外方に向けて膨設されている。各ガイド部材２２は，挿

通孔２１を中心とした円弧状に形成され，かつ，挿通孔２１に対して

点対称に形状設定されている （段落【００１５ ）。」 】

ｃ「・・・そして，第１ブラケット２の右面には，ばね装着凹部２１ａ

の所定の縁部から径方向に外方に向かって切り込まれたばね係止スリ

ット２１ｂが設けられ，このばね係止スリット２１ｂに渦巻ばね８の

一方の端部が嵌め込まれて係止されるようになっている （段落【０。」

０１６ ）】

ｄ「上記各ガイド部材２２の対向面には，それぞれ上下方向に延びるガ

イド凹部２３が凹設されているとともに，前方のガイド部材２２のガ

イド凹部２３の上部および後方のガイド部材２２のガイド凹部２３の

下部には上下寸法の大きい長尺突起２２ａが，また前方のガイド凹部

２３の下部および後方のガイド凹部２３の上部には上下寸法の小さい

短尺突起２２ｂがそれぞれ形成されている （段落【００１７ ）。」 】

ｅ「前後のガイド凹部２３間にはロックギヤ４およびカム５を収容する

収容空間２４が形成されている ・・・ （段落【００１８ ）。 」 】

ｆ「上記第２ブラケット３は，下方が半円形状に形成されているととも

に上方が矩形状に形成された板状体から形成されている。かかる第２

ブラケット３の右側面には，半円形状部分の曲率中心を中心とした円

形膨出部３１が膨設されているとともに，この円形膨出部３１の中心

部分には上記第１ブラケット２の挿通孔２１に対向し，かつ，挿通孔

２１より若干大径に寸法設定された貫通孔３２が穿設されている 」。

（段落【００２０ ）】

ｇ「また，円形膨出部３１の左側部には，第２ブラケット３の板状部分
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が円形に刳抜かれた状態の装着凹部３３が設けられている。この装着

凹部３３の内径寸法は，上記一対のガイド部材２２の曲率半径より僅

かに大きく寸法設定されている。そして，第１ブラケット２と第２ブ

ラケット３とを合わせた状態で，各ガイド部材２２は，それらの円弧

外周面が内周面に摺接しながら装着凹部３３内に装着されるようにな

っている （段落【００２２ ）。」 】

ｈ「従って，第１ブラケット２のガイド部材２２を第２ブラケット３の

装着凹部３３に嵌め込んだ状態で上部スペーサ３７を介して上部押え

板３８を第２ブラケット３にボルト止めするとともに，下部スペーサ

２８を介して下部押え板２９を第１ブラケット２にボルト止めするこ

とにより，図５に示すように，上部押え板３８の下縁部と第２ブラケ

ット３との間に第１ブラケット２の上縁部が挾持されるとともに，下

部押え板２９の上縁部と第１ブラケット２との間に第２ブラケット３

の下縁部が挾持された状態で第１ブラケット２と第２ブラケット３と

が相対回動可能に互いに結合されるようになっている （段落【００。」

２９ ）】

(イ) 先願の願書に添付された図面の図２ないし図６（甲１の図２ないし

図６）には，上部が半円状を呈するとともに下部が矩形状を呈した板状

体から形成された第１ブラケット２と，下部が半円形状を呈するととも

に上部が矩形状を呈した板状体から形成された第２ブラケット３とを，

互いに対して１８０度回転した向きでかつそれぞれの半円形状部分の曲

率中心を重ねて対向配置して合わせることで形成される円形の空間内

に，ロックギヤ４，カム５，渦巻ばね８を収容し，そして，第１ブラケ

ット２の矩形状の下部に下部スペーサ２８を介してボルト止めした下部

押え板２９により第２ブラケット３の半円形状の下部を挟持し，また，

第２ブラケット３の矩形状の上部に上部スペーサ３７を介してボルト止
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めした上部押え板３８により第１ブラケット２の半円形状の上部を挟持

した構造が図示されている。

(ウ) 前記(ア)，(イ)によれば，引用発明は，第１ブラケット２と第２ブ

ラケット３とを互いに対して１８０度回転した向きでかつそれぞれの半

円形状部分の曲率中心を重ねて対向配置して，ガイド部材２２を装着凹

部３３に嵌め込んだ状態とし，これによって形成された空間内に，ロッ

クギヤ４，カム５，渦巻ばね８を収容し，さらに，第１ブラケット２と

第２ブラケット３を，ボルト，下部スペーサ２８，下部押え板２９，上

部スペーサ３７，上部押え板３８により，相対回動可能に互いに結合し

ていると認められる。この構成は，原告主張の引用例構成に相当するも

のと認められる。

上記の，第１ブラケット２と第２ブラケット３とを対向配置して形成

した空間部分は，ガイド部材２２が膨設された部分と円形膨出部３１が

膨設された部分であり，円形膨出部３１は円形であるから，第１ブラケ

ット２と第２ブラケット３は，それらの円形を成す部分が対向配置され

ることで上記空間を形成していると認められる。

そして，第１ブラケット２と第２ブラケット３は，第１ブラケット２

の円形を成す部分から張り出した矩形部分の端に下部スペーサ２８を介

してボルト止めされる下部押え板２９と，第２ブラケット３の円形を成

す部分から張り出した矩形部分の端に下部スペーサ３７を介してボルト

止めされる下部押え板３８により，相対回動可能に互いに結合されるこ

とにより，対向配置されて合わされた状態で拘束されているものと認め

られる。

そうすると，上記空間は，第１ブラケット２と第２ブラケット３の円

形を成す部分によって覆われており，この覆いは，ボルト，下部スペー

サ２８，下部押え板２９，上部スペーサ３７，上部押え板３８により，
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相対回転可能に互いに結合されて閉じられているから 「円形の閉じら，

れた箱形の覆い」すなわち「円形の閉じたハウジング」に該当し，引用

発明においても「円形の閉じたハウジング」が形成されているものと認

められる。

引用発明において，上記空間は，第１ブラケット２と第２ブラケット

３の円形を成す部分によって覆われ，形成されているから 「外周が円，

形の閉じたハウジング」ということができる。

イ 小括

そうすると，引用発明においても 「外周が円形の閉じたハウジング」，

が存在するということができるから，審決には，実質的にみても，円形の

閉じたハウジングを形成するか否かの点における本願発明と引用発明の相

違点を看過した誤りがあるとは認められない。

２ 本願発明と引用発明との作用効果の相違点を看過した誤り（取消事由２）に

ついて

( ) 本願発明は，ピボット機構の強度を上げることを目的としているが，そ1

れは，本願明細書には，従来技術として例示されているヨーロッパ特許出願

公開ＥＰ－Ａ－０７２０９３０に記載されたピボット機構の強度を上げるこ

とに関して記載されているだけである。この記載によると，本願発明では，

「カムが第２の剛性フレームに設けられた窪みに取付けられた単一のばねに

よって弾性的に付勢され」る構成とすることにより，ピボット機構の強度を

上げるという目的を実現しようとしているものである（本願明細書段落【０

００５ ，甲４の５ 。このように，本願発明は，ばねの構成によりピボット】 ）

機構の強度を上げるという作用効果を奏することを目的としているが，金属

クラウンを用いることによってピボット機構の強度を上げるという作用効果

を奏することについては本願明細書に何ら記載するところがない。また，本

願明細書によっても，金属クラウンによる拘束が剛性フレームのどの程度の
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範囲にわたってなされるかが特定されていないから，この拘束が如何ほどの

ものか明らかでない。以上によれば，本願発明が金属クラウンを用いている

としても，それによって必ずピボット機構の強度を上げるという作用効果が

実現されるとはいえない。

， ， ， ， （ ）( ) また 原告は 本願発明は 構成要件Ｆにより 周囲に金属クラウン ９2

が成形され，円形の閉じたハウジングが形成されることにより，第１及び第

２の剛性フレームは実質的にその全周にわたって面外方向に相互に拘束さ

れ，それによって，第１及び第２の剛性フレーム（７，８）は，強度が増加

するとともに，互いに離間しにくくなり，ピボット機構の強度の向上が実現

される旨主張する。

しかし，本願の特許請求の範囲には，金属クラウンが第１及び第２の剛性

フレームの全周にわたって設けられていることや，金属クラウンによって第

１及び第２の剛性フレームが実質的にその全周にわたって面外方向に相互に

拘束されることは，記載されておらず，原告の上記主張は，特許請求の範囲

の記載に基づくものではないから，採用することはできない。

( ) 仮に，原告が主張するように，本願発明が，金属クラウンによって第１3

及び第２の剛性フレームが実質的にその全周にわたって面外方向に相互に拘

束されるものであったとしても，そのような構成は，後記３( )アのとおり1

周知技術にとどまり，そのような構成を採ることにより，引用例構成のよう

に片持ち梁状態で支持するよりも強度が増加し互いに離間しにくくなるとの

効果が得られたとしても，その効果は，周知技術を適用したことにより必然

的に得られる効果にすぎず，本願発明により新たに得られた作用効果という

ことはできない。

( ) そうすると，審決には 「本願発明が，円形の閉じたハウジングを形成す4 ，

ることにより，ピボット機構の強度の向上という引用発明では得られない作

用効果を奏する」との相違点を看過した誤りがあるとは認められない。した
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がって，取消事由２は理由がない。

３ 本願発明と引用発明の構成の相違は設計上の微差にすぎないとした相違点の

判断の誤り（取消事由３）について

( )ア 甲２，３，甲８の１，２及び弁論の全趣旨によれば，２つの剛性フレ1

ームを相対回動可能に結合するために金属クラウンを用いることは，本願

発明及び引用発明と同じ，乗り物シート用ピボット機構の技術分野に属す

る周知技術又は慣用技術であることが認められる。

イ 前記２( )のとおり，本願発明は，ピボット機構の強度を上げることを1

目的としているが，ばねの構成によりその目的を実現しようとするもので

ある。前記２( )のとおり，本願発明が，金属クラウンによって第１及び3

第２の剛性フレームが実質的にその全周にわたって面外方向に相互に拘束

されるものであり，そのような構成を採ることにより，引用例構成のよう

に片持ち梁状態で支持するよりも強度が増加し互いに離間しにくくなると

の効果が得られたとしても，その効果は，周知技術を適用したことにより

必然的に得られる効果にすぎず，本願発明により新たに得られた作用効果

ということはできない。したがって，本願発明において，金属クラウンを

使用したことによってピボット機構の強度が増加し互いに離間しにくくな

るとの効果が得られたとしても，その点をもって，本願発明と引用発明と

の間の，課題解決のための具体的手段における実質的な差異であるとはい

えない。

ウ 前記アのとおり，２つの剛性フレームを相対回動可能に結合するために

金属クラウンを用いることは，乗り物シート用ピボット機構の技術分野に

属する周知技術又は慣用技術である。

そして，引用例構成は，２つの剛性フレームを相互に回動可能に結合す

ることを実現する手段であり，他方，本願発明における金属クラウンを使

用する構成も，２つの剛性フレームを相互に回動可能に結合することを実
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現する手段である。

そうすると，２つの剛性フレームを相互に回動可能に結合することを実

現するために，引用例構成を，周知技術である金属クラウンを使用する構

成とすることは，当業者が普通に採用すると認められる程度の技術的手段

の一態様であり，課題を解決する手段を具体化するに当たっての設計的事

項にすぎない。

エ したがって，本願発明と引用発明は実質的に同一と認められ，審決の相

違点の判断に誤りがあるとは認められない。

( ) この点について，原告は，ハウジングを構成する部材は，本願発明と引2

用発明とで大きく相違しており，仮に，本願発明におけるような金属クラウ

ンを用いて２つの剛性フレームを相対回動可能に結合する構成を，引用発明

のブラケットに適用しようとしても，引用発明のブラケットをそのままの形

状で適用することはできないから，２つの剛性フレームを相対回動可能に結

合するための構成に関して，引用発明の構成を，本願発明におけるような金

属クラウンを使用する構成に置き換えることは不可能であり，本願発明は引

用発明と実質同一であるとはいえないと主張する。

しかし，原告の主張は，以下のとおり理由がない。

ア 本願発明の金属クラウンの形状について

(ア) 本願明細書の記載等

ａ 本願の特許請求の範囲において，本願発明の「金属クラウン」は，

金属フランジ（第１及び第２の剛性フレーム）とともに円形の閉じた

ハウジングを形成すると特定されているが（構成要件Ｆ ，金属クラ）

ウンが２つの剛性フレームを相対回動可能に結合するための構成は，

明確には示されていない。

ｂ(ａ) 本願明細書には，金属クラウンについて，次の記載がある（甲

４の５ 。）
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「図２及び図３に示されるように，ピボット機構５は，この場合，

シート部分２の剛性フレームに連結されて固定された金属フランジ

（以下，静止フランジ）７と，この場合，背もたれ４のフレームに

連結された移動可能な金属フランジ（以下，移動フランジ）８と，

静止フランジ７と移動フランジ８の周囲を取り囲むように成形さ

れ，それらのフランジ７，８と共に，密閉された円形のハウジング

を構成する金属クラウン９と，このハウジングの中に収容され，操

作レバー６が操作されないと，静止フランジ７に対して移動フラン

ジ８が動かないようにするように設計されたロック装置１０とから

構成されている （段落【００１９ ）。」 】

(ｂ) 本願の願書に添付された図面の図２及び図３には，共に円盤状

の静止フランジ７と移動フランジ８とを合わせることで形成される

空間内に，ロック装置１０を構成する剛性ロック部材１１，金属カ

ム１６，ばね１８を収容し，静止フランジ７の外縁部と移動フラン

ジ８の外縁部とに跨って金属クラウン９が係合して，円形の閉じた

ハウジングを形成する構造が図示されている（甲４の１ 。）

なお，図面中には，静止フランジ７は剛体フレーム７とも記載さ

れ，また，移動フランジ８は剛体フレーム８とも記載されており，

これら記載から，静止フランジ７と剛体フレーム７，及び，移動フ

ランジ８と剛体フレーム８は，それぞれ同一の部材と解される。

(ｃ) 前記(ａ)，(ｂ)によれば，金属クラウンが２つの剛性フレーム

の円形の外縁部に係合することにより，これら剛性フレームを相対

回動可能に結合して円形の閉じたハウジングを形成しているものと

認められる。

ｃ 本願明細書において，金属クラウンの態様について，前記ａ，ｂ以

外には記載や示唆は認められない。
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なお，周知技術または慣用技術に示される金属クラウンも，前記ｂ

(ｃ)と同様の構成（金属クラウンが２つの剛性フレームの円形の外縁

部に係合することにより，これら剛性フレームを相対回動可能に結合

して円形の閉じたハウジングを形成しているとの構成）であることが

認められる（甲２，３，甲８の１，２ 。）

(イ) 金属クラウンの形状

前記(ア)によれば，金属クラウンが２つの剛性フレームの円形の外縁

部に係合して剛性フレームを相対回動可能に結合する構成においては，

金属クラウンが係合しつつ相対回転可能とするために，少なくとも金属

クラウンが係合する部分では，２つの剛体フレームの外縁部の形状を円

形とすることは必然である。

したがって，剛性フレームの外縁部が円形であることは，周知技術と

同様に金属クラウンが２つの剛性フレームの円形の外縁部に係合して剛

性フレームを相対回動可能に結合する構成を採用する場合には，必然的

に伴うことであり，本願発明に特有な構成ではない。

イ 引用発明におけるブラケット等の形状について

引用発明は，前記１( )ア(ア)，(イ)の先願明細書，図面の記載，図示2

によれば，第１ブラケット２はその上部が半円状を呈するとともに下部が

矩形状を呈する形状とされ，第２ブラケット３はその下部が半円状を呈す

るとともに上部が矩形状を呈する形状とされていると認められ，これらブ

ラケットの矩形状の部分はスペーサ及び押え板をボルト止めするために設

けられ，また，半円状の部分は押え板による挟持によって相対回転可能に

するために設けられているということができる。

， ， ， ，ブラケットの形状は これらブラケットを ボルト 下部スペーサ２８

下部押え板２９，上部スペーサ３７，上部押え板３８により相対回動可能

に互いに結合するために採用されたものであると認められる。
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ウ 剛性フレームの置き換え

そうすると，２つの剛性フレーム（ブラケット）の形状は，これら剛性

フレーム（ブラケット）を相対回動可能に結合する手段に応じて適宜採用

されるものということができ，引用発明のブラケットの形状は，結合手段

として金属クラウンによる係合を採用するときには，当然に置き換えられ

るということができる。

したがって，本願発明と引用発明の間に，剛性フレーム（ブラケット）

の形状の相違があるとしても，それによって，２つの剛性フレームを相対

回動可能に結合するための構成について，引用発明の構成を，周知技術又

は慣用技術である金属クラウンによる係合の構成によって置き換えること

が妨げられるものではなく，原告の主張は，採用することができない。

( ) 以上によれば，取消事由３は理由がない。3

４ 結論

以上のとおり，原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく，審決にこれ

を取り消すべきその他の違法もない。

よって，原告の本訴請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官 飯 村 敏 明

裁判官 中 平 健

裁判官 上 田 洋 幸


